
福祉用具専門相談員とみなす者について 
 

                平成18年4月1日適用 

一部改正 平成25年4月1日適用 

  全部改正 平成27年4月1日適用 

神奈川県保健福祉局福祉部地域福祉課 

 

 介護保険法施行令（平成10年政令第412号）附則第18条第2項第1号の規定に基づき、神奈

川県知事が福祉用具専門相談員指定講習に相当するものとして公示する課程（適格講習）を修了

した者として、福祉用具専門相談員とみなす者は、次のとおりとする。 

 
 資格・要件等 証明書等 講習会等実施者 

(証明を所管する機関) 

講習会等の 

実施時期 

1 福祉用具専門相談員指定講習会修了者 

(｢指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準｣(平成11年3月31

日厚生省令第37号)) 

修了証書 ・厚生省、厚生労働省の指

定を受けた講習会事業者 

平成11年度～ 

平成17年度 

＊福祉用具専門相談員に従事する場合の証明書は、上記の証明書等を持って替えることができる。 

 

 

（経過措置） 

  平成27年3月31日において、改正前の「福祉用具専門相談員とみなす者について」に掲げる

次の資格・要件等により、現に福祉用具専門相談員として福祉用具貸与又は販売に従事する者に

ついては、平成28年3月31日までの間に限り、なお従前の例によることとする。 
 資格・要件等 証明書等 講習会等実施者 

(証明を所管する機関) 

講習会等の 

実施時期 

1 訪問介護員養成研修修了者 

（１級課程・２級課程） 

 

（｢訪問介護員に関する省令｣(平成12年3

月10日厚生省令第23号)） 

修了証明書 ・都道府県 

・都道府県の指定を受け

た養成研修事業者 

平成12年度～ 

平成17年度 

(平成17年度中に

指定を受けて平

成 18年度に実施

した研修も含む) 

2 ホームヘルパー養成研修修了者 

（１級課程・２級課程） 

(平成3年6月27日付け厚生省通知｢ホーム

ヘルパー養成研修事業の実施について｣、平

成7年7月31日付け厚生省通知｢ホームヘ

ルパー養成研修事業の実施について｣) 

修了証書 ・都道府県 

・指定都市 

・都道府県、指定都市及

び厚生省から指定を受

けた養成研修事業者 

平成３年度～ 

平成11年度 

(平成11年度中に

指定を受けて平

成 12年度に実施

した研修も含む) 

3 家庭奉仕員講習会修了者 

(昭和62年6月26日付け厚生省通知｢家庭

奉仕員講習会推進事業の実施について｣) 

修了証書 ・都道府県 

・指定都市 

昭和62年度～ 

平成2年度 

4 家庭奉仕員採用時研修修了者 

(昭和57年9月8日付け厚生省通知｢家庭奉

仕員の採用時研修について｣) 

修了証書等 ・市町村 

・都道府県 

昭和57年度～ 

昭和61年度 

5 昭和 57年度以前に県内で家庭奉仕員とし

て活動していた者 

家庭奉仕員として

市町村で従事して

いた旨の証明書 

・県内市町村 ～昭和57年度 

6 神奈川県立紅葉ヶ丘高等職業技術校、同小

田原高等職業技術校及び横浜市中央職業訓

練校の介護に関する訓練科の昭和 57年度

～平成3年度の修了者 

修了証書 ・各高等職業技術校 昭和57年度～ 

平成3年度 



7 居宅介護従業者養成研修修了者 

（１級課程・２級課程） 

（「指定居宅介護及び基準該当居宅介護の

提供に当たる者として厚生労働大臣が定め

るもの」（平成15年3月24日厚生労働省告

示第110号）） 

修了証明書 ・都道府県 

・指定都市 

・中核市 

・都道府県、指定都市及

び中核市の指定を受け

た養成研修事業者 

平成15年度～ 

平成17年度 

8 障害者（児）ホームヘルパー養成研修修了

者（１級、２級） 

（平成13年6月20日付け障発第263号厚

生労働省通知「障害者（児）ホームヘルパ

ー養成研修事業の実施について」） 

修了証明書 ・都道府県 

・指定都市 

・都道府県の指定を受け

た養成研修事業者 

平成13年度～ 

平成14年度 

 


